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3 令和 2年度「第三次三重県行財政改革取組」の進捗状況について

「第三次三重県行財政改革取組j は、「スマート改革の推進JIコンブライアンスの推

進JI持続可能な行財政運営の確保」を 3つの柱として、取り組んでいるところです。

本取組の進捗状況については半期ごとに取りまとめ、県議会に報告するとともに、ホ

ームページなどを通じて県民の皆さんへ公表することとしており、今年度の具体的取組

の年度実績を、別紙1のとおり取りまとめました。

なお、 2月末時点で取りまとめているため、 3月以降の実績は見込みとなっています。

1 主な具体的取紐の状況

【スマート改革の推進】

or挑戦する風土・学習する組織j づくり(別紙1番号1)

・「三重県職員人づくり基本方針(令和2年3月改定)J に基づく人材育成を進め

ていくため、重点的取組である「面談」の質の向上・コミュニケーションの充実、

マネジメント能力向上等に向けた研修 (eーラーニング、を含む)を管理職・係長

等を中心に実施しました。

-新型コロナウイルス感染症対策をふまえた在宅勤務について、在宅勤務システ

ムを導入し、研修の実施やマニュアルの整備など職員への普及・啓発を行うとと

もに、各職場における在宅勤務等の実態調査を行い、課題・業務の整理の検討を

進めました。引き続き、実態調査で把握した職員・職場の意見を精査し、多様な

職員の働き方に向けた制度のあり方を検討していきます。

0スマート自治体へのチャレンジ(別紙1番号 2)

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、三重県庁全体でスマート改革を加速

させていくため、次の3つの変革を柱として取組を進めています。

<変革I 県庁改革 Smar t Gove rnmen t -> 
-業務効率化・正確性確保に向けて、令和元年度に実証実験を行った業務等に

RPAを本格導入するとともに、導入対象業務の調査を行い、導入を拡大

・機能的な執務環境、紙資料削減について検討を行い、本庁舎にモデルオフィ

スを整備し、令和3年度にかけて新しい働き方を実践し、検証を実施

・県民の利便性向上及び納期内納付の推進、早期収納に向けて、自動車税納付

においてスマートフォン決済アプリを導入したほか、令和 3年度からの使用

料・手数料等へのキャッシュレス決済の導入に向けた準備を実施

<変革2 官民で実現する新しい働き方 -Smart Workslyle -> 
-新型コロナウイルス感染症拡大防止及び行政機能の維持を図るため、 Web 
会議や在宅勤務の環境を整備するとともに、 1人1台パソコンからのWeb 
会議を可能とするなど環境を充実・強化(※変革 1を含む)

7 



<変革3 テクノロジー活用による社会課題解決の加速 -Srnart Solutions -> 
-スマート改革の推進に向けて、全庁的な推進体制を強化するため、行財政改

革・デジタル戦略推進本部を設置

-スマート改革を推進する司令塔としてスマート改革推進課を総務部に設置し、

各政策分野への最新技術の活用を促進

・公募の若手職員 20名を対象に、先進技術にかかる研修や現場でのフィール

ドワーク等を行い、 ICTを活用して社会課題の解決を進めることのできる

スマート人材の育成を実施

Oコミュニケーションの活性化(別紙 1 番号 3)

職場における対話の頻度を増やし、対話を通じてチームで職員を育成し目標に向

かつて業務を進めていくために、 eーラーニングによるOJT研修やワーク・ライ

フ・マネジメントシート等の様式の見直し、所属長の「面談jの質の向上に向けた

研修等を実施するなど、コミュニケーションを促進する仕組みづくりに取り組みま

した。

【コンブライアンスの推進】

0コンブライアンス意識の向上(別紙 1番号4)

コンブライアンスを全庁的に推進していくため、本庁総務担当課長及び各地域防

災総合事務所長等で構成するコンブライアンス推進会議を開催し、取組内容の検討、

各職場への取組の徹底を図るとともに、事例の検証や再発紡止に向けた意見交換を

行いました。

また、職員一人ひとりのコンフライアンス意識を向上させるとともに、所属にお

けるコミュニケーションの活性化と担当者の孤立感の解消を図るため、各所属で個

別商談方式によるコンブライアンス・ミーティングを実施しました。

【持続可能な行財政運営の確保}

0県財政の基盤強化と機動的かつ弾力的な行財政運営の確立(別紙1番号 6)

機動的かつ弾力的な行財政運営が確立できるよう、経常的な歳出の抑制iを図ると

ともに、未利用財産の積極的な売却やクラウドファンディングの活用等による歳入

確保策の推進など歳入歳出両面における取組を進めています。

今後も、県財政の健全化に向けて、経常的な支出の抑制や多様な財源確保の取組

を継続していきます。

0多様化する県民ニーズlこ応えるための取組の推進(別紙1番号7)

県民参加型予算において、事業構築の検討段階で県民からの意見募集を行い、い

ただいた意見をもとに令和3年度事業を構築しました。
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2進捗状況と今後の進行管理

「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画Jにおける「行政運営の取級」の主指標であ

る「行財政改革取組の達成割合」について、 7つの具体的取組のうち、今年度は予定ど

おり 2取組が達成となる見込みです。

今後の進行管理について、達成度が「継続Jの取経においては、引き続き「ロードマ

ップ(工程表)Jに基づき、適切な進行管理を行います。また、既に「達成J見込みの

取組においても、定期的に実績等を確認しながら、取組に係る成果の維持・向上に努め

ます。

9 



10 



4 関係団体に対する県の事務支援に係る点検結果について

1 経緯

関係団体に対する県の事務支援については、平成 11年度から各部局において見直

しに取り組み、総務部で集約を行っていました。一定の成果が出たことから、平成 2

2年度以降、各部局において主体的な見直しを継続しているところです。

総務部で集約していた当時から約 10年が経ち、社会経済情勢が変化し、職員数が

減少する中で、官と民の役割分担や県関与の割合といった公的関与の必要性の観点か

ら、今回改めて関係団体に対する事務支援について再点検を行うとともに、 12月の

常任委員会の議論をふまえ、本常任委員会にて点検結果を報告するものです。

2 点検の方法

県の直接の業務でないものの、県職員が公的な立場で事務の支援を行っている団体

の事務について、次の事務支援が行える判断基準に照らして、再チェックを行うとと

もに、あわせて社会経済情勢の変化や職員数の減少が進む中、より質の高いサービス

を提供していくため、改めて県が当該事務を行う必要性や県の関与の割合についても

再点検を行いました。

基準 1 図体の事務が、本来事務と密接不可分で、あること

基準2 団体の事務が、職務専念義務免除の規定に該当するものであること

※団体の事務が、「職務に専念する義務の特例に関する規則j に規定されている、

「県の行政と密接な関係を有し、指導育成を行なうことを適当とする母体の事務

に従事する場合」に該当すること。

基準3 団体にかかる事務量の割合が、担当者の公務執行上、支障がないこと

※「支障がないj とは、「当該団体にかかる事務処理を、公務の合間等で処理

することが可能であり、時間外勤務に及ぼす影響がほとんどない場合Jをいう。

3 点検結果等

( 1 )点検結果

現在、事務支援を行っている関係留体は、別表の 33団体です。このうち、 29の

毘体については、上記 2 の基準 1~3 を満たしており、特に問題がなかったことから、

引き続き事務支援を行っていきます。次の4団体については、一部取り扱いを見直し、

事務支援を継続していきます。

※「一般財団法人自治体国際化協会 (CLA1 R)三重県支部j については、各都道

府県により共同で設立された財団であること、「三重県花植木振興会」については、

県内花き花木の生産振興のために県が立ち上げた組織であること、「三重県農業機械

化協会J、「三重県国際農業者交流協会」については、当該団体と連携することにより

県の農業の発展に寄与すること、等の理由から、県の業務と位置づけて事務処理を行

11 



っていましたが、今回の点検により、他の事務支援を行っている団体とのバランス等

も考慮して、今後は職務専念義務免除の承認を得て、事務支援を行っていくこととし

ます。

( 2 )今後の事務支援について

(1)の結果をふまえた上で、別表の 33団体のうち、次の団体については、事務

を減少して、引き続き事務支援を行っていく予定です。

①「三重県博物館協会J及び「三重県図書館協会Jについては、協会の事務等の見直

しに伴い、県が支援を行う部分の事務量が絡滅されるものです。

②「三重県花植木振興会Jについては、事務支援の内容を精査し、団体が主体的に実

施すべき業務については、県の事務支援から、団体が主体的に実施していくことと

します。ただし、円滑な移行のため、移行期間を設けます。

③「新名神高速道路三重・滋賀建設促進県民協議会Jについては、三重県内区間が開

通したため、当面、滋賀県が事務局を務めることにより、三重県分の事務量が縮減

されるものです。

4 今後の対応

社会経済情勢が変化する中、県民のニーズ、に応じた持続可能な質の高い行政サー

ビスを提供していくため、関係団体に対する県の事務支援については、引き続き各

部局が主体的に検証を行っていきます。
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5 令和2年度「スマー卜改革Jの進捗状況について

スマート改革については、「変革1県庁改革 SmartGovernmentJ I変革2官民で実現す

る新しい働き方 SmartWorkstyleJ I変革3テクノロジー活用による社会諜題解決の加速

Smart So I ut i onsJの3つの変革を柱として、全庁的に取組を進めているところです。今年

度は、 Web会議や在宅勤務が各職場に浸透するとともに、 AI . RPA等の新たな技術

の導入や検討が積極的に行われるなど、職員の働き方の見直しゃ業務の生産性向上、社会

課題の解決に向けたテクノロジーの活用が進みました。

ヌド取組の進捗状況について、今年度の実績を別紙2のとおり取りまとめました。

※2月末時点。 3月以降の実績は見込み。

1主な実績・取組状況

【変革1 県庁改革 -Smart Government-】

新型コロナウイルス感染拡大を契機として急速に利用が広がっているWeb会議など、

デジタルツールを活用した職員の生産性の向上、意識改革に注力しました。また、スマー

ト改革推進課に部局の窓口担当を設置し、各部局の取組を後押ししました。

OWe b会議の活用

6月!こWeb会議システムと専用端末 60台を導入し、 11月には職員一人一台パソコ

ンからWeb会議 (Webex)ができるよう環境の整備を進めました。様々な会議、研修、

オンラインイベントなど、多様な場面でWeb会議の活用が全庁的に進みました。新型

コロナウイルスの感染拡大防止、行政機能の維持を図るとともに、移動に係る時間 旅

費の大幅な削減(※)、 l必要な会議のタイムリーな開催による情報収集など、生産性の向

上!こつながっています。

※旅行実績(速報値):旅行件数約40結成、旅費約71%減 (2月末。対前年同月比。総務事務Sデーの

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となった旅行を含む。

OAI.RPA等の新たな技術の導入による業務効率化・正確性の確保

AIについては、 AI議事録やAIチヤツトポットなどの基本的な技術の導入のみな

らず、 SNS.AI技術を活用し災害情報を自動マッピングし可視イじするシステムの運

用を開始するなど、その汚用が進んでいます。

RPAについては、 28業務で活用・導入を進めており、 RPAのみならず、 AI-O

CRやξXCELVBA (EXCEしの白動処理プログラム)による作業の自動化につ

いても 12業務に適用できる見込みです。今後、 RPAを活用するための人材育成を実施

する予定です。

0ペーパーレス化・オフィス改革等

ペーパーレス化については、ペーパーレス会議システム及びモバイル端末を導入し、

部長級会議等での活用に取り組みました。また、本庁舎を中I[)とした行政WANの無線

化、一人 台パソコンの小型化、大型モニタ=サブモニタ等を活用したペーパーレス会

議や打合せ等により、紙資料を削減しつつ、作業効率を上げる取組を進めています。

オフィス改革については、 ABW (7好ィピティぶーλドワイ対イル(※))を基本としたモ

デルオフィスを本庁舎2階に整備しました。今後は、新しい働き方を実践しつつ検証を

行い、庁内外への展開を図ります。

※ABWとは、オフィス内に多棟な執務;スペースを用意し、職員が仕事の目的や内容に合わせて

適した「場所」を選択する働き方。
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[変革2 官民で実現する新しい働き方-Smart Worksty I e -】

ニューノーマルにおける働き方を検討するにあたり、その代表例である在宅勤務につい

て、システムの導入と運用・制度面での課題整理を進めています。また、官民で進める新

しい働き方のモデルとして、ワーケーションの推進に取り組んでいます。

0テレワーク(在宅勤務等)の運用

在宅勤務については、 6月に在宅勤務システムを導入し、 8月には在宅勤務の周知と

運用・制度面での課題等を検証するため、 f察庁テレワークーディズ2020Jを実施し

ました。今後、職員への実態調査の結果をふまえ、在宅勤務における課題の検討を進め

るとともに、モバイルワークを含めたテレワークの推進に取り組みます。

Oワーケーション等の研究・検討

ワーケーシヨン推進に向けて、モデル事業による察内受入体制の構築支援や県営公圏

内に Wi-Fiを導入する等の環境整備を進めています。今後!立、首都圏等の企業・個人へ

のプロモーションを実施するなどして、県内受入施設とのマッチンゲを促進します。

【変革3 テクノロジー活用による社会課題解決の加速-Smart So I ut i ons 】

スマート改革推進課を司令塔として、各政策分野への最新技術の活用を後押ししていま

す。また、 ICTを活用し社会課題の解決を進めることのできるスマート人材の育成に取

り組みました。

0社会課題の解決に向けたテクノロジーの活用

障がい者の社会参加促進へのロボットの活用、 AIカメラによる混雑状況の見える

化 .Web来庖システムの導入など安全-安心な観光地づ、くりのための実証実験、「空飛

ぶクルマ」の実証実験の誘致、 AIドリルを活用した実証事業やオンライン教育など i

CTを活用した学びの充実に取り組むなど、幅広い分野で社会課題の解決に向け、積極

的に先進技術の活用を進めています。また、農林水産-観光・教青分野において、兼業・

副業人材の活用による事業のデジタル化支援に取り組んでいます。

0人材の育成

スマート人材の育成については、公募の若手職員 20名を対象に、デジタル戦略推進に

関する連携協定を締結した事業者等の協力も得ながら、 AI等の先進技術やデータの利

活用、プロジェクト管理などの研修、市町や県内事業者、生産者の現場でのフィールド

ワーク等を行い、 ICTを活用して社会課題の解決を進めることのできる職員の育成に

取り組みました。今後は、スマート人材の育成に加え、職員のデジタルにかかる資質の

向上に取り組むとともに、社会全体のデジタル人材の育成について後押ししていきます。

2 今後の取組について

令和3年度から、デジタル社会形成に向けた全庁的な司令塔として最高デジタル責任

者=CD 0 (Chief Digital Officer)を置き、実行組織として、三重県版デジタル庁で

ある「デジタル社会推進局」を設置し、行政のスマー卜改革、社会全体のデジタル化を

部局横断的に強い権限を持って推進します。
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